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はじめに 

 

都市におけるみどりは、良好な都市環境やうるおいのある都市景観を形成し、

都市魅力の向上に寄与する貴重な都市資源であるとともに、安全安心で快適な

私たちの生活を支える大切な都市基盤です。 

もともと山林などの自然の緑に恵まれない平野部に早くから高密な土地利用

が進んできた大阪市では、近代化のまちづくりの過程において、市、市民、事業

者が力を合わせ、公園や街路などの公共空間や民有地の緑化を推進してきまし

た。また、近年は、市、市民、事業者が連携・協働してみどりのまちづくりに取

り組むため、緑化講習の開催や地域での花壇づくりなど多様な取組を進めてき

ました。 

今後も引き続き、少子高齢化、防災・減災への対応、都市環境問題の顕在化な

ど、時代とともに変化する様々な社会情勢に対応しながら、みどりのまちづくり

を進めていかなければなりません。 

そのため、今まで以上に市、市民、事業者が連携及び協働し、創意工夫するこ

とにより、多様な手法で新たな緑を創出するとともに、貴重な都市の緑の保全に

努め、全ての緑を良好に管理し、その緑を活かした質の高いみどりのまちづくり

を総合的かつ計画的に推進していくための『新たな仕組み』として大阪市みどり

のまちづくり条例が制定されました。 

この中で、都市の緑の保全、回復、創出のためには、公共空間の緑化をより一

層推進するとともに、緑地が不足している都市の中で大きな構成要素である「建

築物の敷地等」について、着実に緑化を図るため、一定規模以上の建築物の新築、

改築又は増築の際に緑化を義務付ける「緑の創出」の項目を創設しました。 

本手引きはこの制度に即した緑化を実施する際の参考となるように、緑化の

基準や必要書類の作成、留意事項などを解説したものです。 
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語句説明 

 

新築  

建築物を新たに建てることをいいます。  

 

改築  

建築物の全部若しくは一部を除去し、又は建築物の全部若しくは一部が災害に

よって滅失した後、引き続き同一敷地内において位置、用途、規模及び構造が

著しく異ならない建築物又はその部分を造ることをいいます。  

 

増築  

建築物の同一棟、別棟を問わず床面積を増やすことをいいます。 

 

特定建築物 

建築基準法第6条もしくは第6条の規定による確認の申請又は同法第18条第2

項若しくは第４項の規定による通知が必要であり、その敷地面積が1,000㎡以

上で新築、増築又は改築を行う建築物のことをいいます。 

 

緑化 

樹木等の植栽を行うことをいいます。 

 

緑化部分 

次のア～ウとします。ただし、可動式の植栽基盤（プランター等）は含まない

ものとします。 

ア 敷地内地上部において、緑化を目的として植栽を行う区画が明確にされ

ている部分。 

イ 建築物の屋上や屋根などにおいて、緑化を目的として植栽を行う区画が 

明確にされている部分。 

ウ 建築物の外壁やそれに沿った塀やフェンスなどにおいて、緑化を目的と

して植栽を行う区画が明確にされている部分。 

 

接道部 

道路法(昭和27年法律第180号) 第3条第1項に規定する道路、農道、林道その

他一般交通の用に供する場所に接する境界部分の敷地をいいます。 
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植栽基盤 

樹木や地被植物などの植物が生育するための表面が土壌その他で覆われている

ものをいいます。 

 

特定高木 

樹高 5ｍ以上の樹木とします。 

 

高 木 

樹高 3ｍ以上 5ｍ未満の樹木とします。 

 

中 木 

樹高 1.5ｍ以上 3ｍ未満の樹木とします。 

 

低 木 

樹高 0.3ｍ以上 1.5ｍ未満の樹木とします。 

 

地被植物 

地表を低く覆う笹類、シダ植物などの植物とします。ただし芝生、一年草、球根

類、雑草、コケ類、多年草（冬期に枯れるなど、年間を通し枝葉が地表を覆わな

いもの）等を除きます。 
 

公園 

主として休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレクリエーション及び災害時の避難

等の用に供することを目的とする公共空地をいいます。 

 

広場 

主として歩行者等の休息、鑑賞、交流等の用に供することを目的とする公共空地

をいいます。 
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制度説明 

 

１ 制度の目的 

本制度は、大阪市内の建築物やその敷地に景観に配慮した緑化を行い、緑豊か

でうるおいのある良好な都市環境の形成を図り、緑を活かした質の高いみどり

のまちづくりを進めることを目的としています。 

 

２ 制度の概要 

本制度では、敷地面積 1,000 ㎡以上の新築又は増改築（以下「特定建築物」

という）を行う方（以下「緑化義務者」という。）に対して、緑化基本位置にお

いて敷地面積の３％以上にあたる緑化を設置することや、緑化等計画書の作成

や提出、内容変更時の届出、緑化等完了の届出をすることを定めています。 

 

３ 適用除外 

 

次のいずれかに該当する建築物及びその敷地については緑化義務の適用除外

とします。 

（1）都市公園などの広い緑地内に建築される場合をいいます。 

（2）敷地内が全部、若しくは一部ががけ地になっている建築物、その用途でや

むを得ないものについては、河川や道路など公共空間として使用されてお

り、緑化をすることが適当でないものとします。 

また、敷地の状況によるものは地下又は高架の工作物内に設けられた建築

物及びその敷地などが該当します。 

 

  

【条例】 
（適用除外） 
第 19 条 第 12 条から前条までの規定は、次に掲げる特定建築物の新築等を行う場合  
については、適用しない。 
(1) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に 

支障を及ぼすおそれがないと市長が認めるもの 
(2) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その用

途又は敷地の状況によってやむを得ないと市長が認めるもの 
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緑化義務面積算定 

 

緑化義務面積は以下のとおりです。 

 

敷地面積×３％で算出される数値以上の面積 

 

 

 

ただし、緑化基本位置に緑化義務面積を満たす緑化部分を設置することが困

難な場合は、緑化義務面積から実際に緑化基本位置に設置する緑化部分の面積

を減じた面積に２を乗じて得た面積以上の緑化部分を緑化基本位置以外の部分

に設置しなければなりません。 

 

 

【条例】 
（建築物の新築等をする場合の緑化義務） 
第 12 条 新築、増築又は改築（以下「新築等」という。）をしようとする場合には建築
基準法第６条若しくは第６条の２の規定による確認の申請又は同法第 18 条第２項若
しくは第４項の規定による通知が必要である建築物であって、その敷地面積が 1,000
平方メートル以上のもの（以下「特定建築物」という。）の新築等をしようとする者（以
下「緑化義務者」という。）は、当該特定建築物に係る新築等の工事が完了するまでに、
当該特定建築物の敷地内における緑化を行わなければならない。 

２ 前項の緑化は、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。 
(1) 市規則で定めるところにより算定した緑化部分（特定建築物の敷地、外壁、屋上

その他これに類すると市長が認める部分のうち市規則で定める基準により緑化さ
れた部分をいう。以下同じ。）の面積が当該特定建築物の敷地面積（市規則で定め
る敷地の部分の面積を除く。次条第２項において同じ。）に 100 分の３を乗じて得
た面積（以下「緑化義務面積」という。）以上であること 

【条例】 
（建築物の新築等をする場合の緑化義務） 
第 12 条 
１～２ （略） 
３ その敷地の状況により緑化基本位置において緑化義務面積以上の緑化部分を設置す
ることが困難であると市長が認める特定建築物については、緑化義務面積から緑化基
本位置に設置する緑化部分の面積を減じた面積に２を乗じて得た面積以上の緑化部分
を、緑化基本位置以外の部分に設置する場合には、当該特定建築物に係る第１項の緑
化は前項各号に掲げる基準に適合するものとみなす。ただし、緑化義務者が緑化部分
を可能な限り緑化基本位置に設置していると市長が認める場合に限る。 

例）1,000 ㎡の敷地内で視認できる緑化基本位置に 15 ㎡（1.5％分）だけ緑化義務面積
を確保できない場合 

 {（1,000 ㎡×3％）－15 ㎡}×2＝30 ㎡ 
よって 
緑化基本位置   15 ㎡（1.5％） 
緑化基本位置以外 30 ㎡（3.0％） 
合計 45 ㎡の緑化部分を確保 
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（緑化基本位置） 

 

緑化基本位置については地上接道部から奥行き６ｍ、若しくは地上接道部か

ら奥行き６ｍ以内にある最も近い建築物の外壁までを範囲とします。この範囲

以外の部分で緑化を行う場合は緑化基本位置以外とします。また、水平投影面積

で算定する緑化部分は地上接道部に接するもの、水平投影面積以外で算定する

緑化部分は、上記範囲に設置したものが緑化基本位置の対象となります。 

 

上記に定める条件を満たす場合であっても、次のような場合は、緑化基本位置

以外とします。 

 

・接道部に高さ 0.5ｍ以上のブロック塀や目隠しフェンスが設置されている

場合（メッシュフェンス等敷地内が見通せるものは除く） 

・植栽基盤を道路の地盤高さから 0.5ｍ高い場所・低い場所に設置する場合 

・植栽基盤の有効幅員（内寸法）が 0.6ｍ未満の場合 

 

 

 

 

 

 

 

【条例】 
（建築物の新築等をする場合の緑化義務） 
第 12条 
(1) （略） 
(2) 特定建築物の敷地に接する道路から容易に視認できると市長が認める位置（以下
「緑化基本位置」という。）に緑化部分を設置すること 

【緑化基本位置の植栽基盤】の標準例 

有効幅員（内寸法） 

0.6ｍ以上 

立上り高さ 

0.5ｍ未満 （歩道・車道） 

路面 

有効幅員（内寸法） 

0.6ｍ以上 

下り高さ 

0.5ｍ未満 

（歩道・車道） 

路面 
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○水平投影面積 

(1) (1’) (2) (3) (4） 

((4)は屋上緑化) 

 

緑化基本位置 

 

 

緑化基本位置以外 

 

a 

道 路 

b 建 物 

（１） 

（4） 

【水平投影面積】 

（3） 

緑化基本位置は道路と a(奥行き６ｍ、若しくは６ｍ以内の建築物の外壁まで)の範囲 
(1)の場合、全体が「a」の範囲にあるため緑化基本位置 
(1’)の場合、接道していないため、緑化基本位置以外 
(2)の場合、「a」の範囲外にある「b」の範囲は緑化基本位置以外 
(3)の場合、接道していないため緑化基本位置以外 
(4)の屋上緑化は緑化基本位置以外 

（２） 

建
築
物 

【水平投影面積以外】 ○水平投影面積以外 
(1)、(4) 外壁緑化 
(2)  生垣 
(3)  6ｍ以上の樹木 

 
緑化基本位置は接道部と a（奥行き６ｍ、
若しくは６ｍ以内の建築物の外壁まで）
の範囲 
 
(1)、(2)、(3)については「a」の範囲にあ
るため、緑化基本位置とします。 
 
(4)については、「a」の範囲外にあるため、
緑化基本位置以外となります。 

a 

 

（１’） 

敷地 道路 

（１） （３） （４） 

（２） 



  

8 
 

（敷地面積の算定から除外される敷地の部分） 

 

次の施設を設置している場合は、敷地面積からこれらの施設に必要と認めら

れる面積を控除します。 

 

・学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校における運動場

その他の運動施設に係る敷地の部分（トラック及びトラックを外周線とする

整地された地面、テニスコート、野球場その他の球技場、プール、弓道場その

他これらに類する施設） 

※校舎や体育館等の建築物内、または建築物上に設置されている場合、控除の対

象外となります。 

 

・児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第７条第１項に規定する児童福祉施

設における屋外遊戯場に係る敷地の部分 

 

・上下水道施設における水処理施設、汚泥処理施設その他緑化することが困難な

施設（沈殿池、砂ろ過などの水処理施設や焼却炉などの汚泥処理施設など）に

係る敷地の部分 

 

・工場における貯水槽その他緑化することが困難な施設（貯水・貯油槽、パイプ

ラック、圧力タンク、煙突、クレーン敷地、排水浄化施設等の施設に附帯する

防護壁その他これらに類する施設）に係る敷地の部分 

 

・駅舎等の敷地内の線路に係る敷地の部分 

 

・港湾法に規定する外郭施設（防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、

護岸、堤防、突堤及び胸壁）に係る敷地の部分 

 

 

【施行規則】 
（敷地面積の算定から除外される敷地の部分） 
第５条 条例第 12 条第２項第１号の市規則で定める敷地の部分は、次の各号に掲げる部
分とする。 
(1) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校における運動場その

他の運動施設に係る敷地の部分 
(2) 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第７条第１項に規定する児童福祉施設に

おける屋外遊戯場に係る敷地の部分 
(3) 前２号に掲げるもののほか、その用途から緑化することが困難であると市長が認

める部分 
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（植栽密度） 

 
 

植栽基盤面積１㎡あたり 0.05 本以上の高木と４本以上の低木を植栽するこ

ととします（実面積に対する割合となります）。 
 

 
 

・中木３本を高木１本に、高木のうち、特に樹高 5ｍ以上の特定高木１本を高木

２本に換算することができます。 

・また、地被植物（芝生等を除く）４本を低木１本に換算することができます。 

・水平投影面積以外の植栽本数は樹種、枝張りを考慮して配置します。 

（外壁等の緑化及び生垣は 0.3ｍから 0.5ｍ間隔を標準とします） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【施行規則】 
（敷地等の緑化の基準） 
第３条 条例第 12 条第２項第１号の市規則で定める基準は、次に掲げる基準のいずれか
に該当することとする。 

(1)  特定建築物の敷地、屋上その他これに類すると市長が認める部分について、次に掲
げる基準のいずれにも適合すること 
ア 当該部分に存する植栽基盤（緑が生育するための土壌その他の資材で表面が被
われている部分をいう。以下同じ。）（次号又は第４号に規定する部分の緑化のた
めの植栽基盤であると市長が認める部分を除く。）の水平投影面積の合計面積（以
下「植栽基盤面積」という。）に 0.05 を乗じて得られた数（その数に１未満の端数
があるときは、これを切り上げる。）以上の本数の高木（高さ３メートル以上５メ
ートル未満の樹木をいう。以下同じ。）を植栽すること 

イ 植栽基盤面積に４を乗じて得られた数（その数に１未満の端数があるときは、
これを切り上げる。）以上の本数の低木（高さ 0.3 メートル以上 1.5 メートル未満
の樹木をいう。以下同じ。）を植栽すること 

【施行規則】 
（敷地等の緑化の基準） 
第３条 
１ （略） 
２ 前項第１号の規定の適用については、同号に規定する部分に植栽された特定高木
（高さ５メートル以上の樹木をいう。）１本を高木２本と、中木（高さ 1.5 メートル以
上３メートル未満の樹木をいう。）３本を高木１本と、地被植物（緑豊かでうるおいの
ある良好な都市景観の形成に資するものと市長が認めるものに限る。）４本を低木１本
と、それぞれみなすことができる。 

建築物 

緑地 75㎡ 

（例）敷地面積 2,000㎡ 

・緑化義務面積 2,000㎡×0.03＝60㎡ 

（申請の緑地が 75㎡の場合） 

・必要な高木 75㎡×0.05 本/㎡≒4 本 

・必要な低木 75㎡×4 本/㎡＝300 本 

（中木を高木に換算する場合） 

・12 本（中木）÷3 本＝4 本（高木） 

（地被植物を低木に換算する場合） 

・1,200 本（地被植物）÷4＝300 本（低木） 

敷地面積 2,000㎡ 

一部変更でも可 



  

10 
 

（例外的な緑化の基準） 

 

・敷地の状況等により高木の植栽が困難と認められる場合、高木１本を低木８０

本に換算することができます。 

・なお、高木の植栽が困難なものと認める主な理由の事例は下記のとおりとなり

ます。 

①屋上がその構造上、高木植栽に必要な土壌等の厚さを確保できるだけの荷重

に耐えられない場合 

②接道部と建築物の間の細い植栽基盤で、高木の生育に必要な土壌等の幅を十

分に確保できない場合 

③既存緑地を活用する場合、すでに低木等が生育して全体を覆ってしまってお

り、高木を植える場所が確保できない場合 

 

（都市計画法第２９条の開発行為との関連について） 

都市計画法第２９条の規定は、開発行為（土地の区画形質の変更等）の許可に

当たり開発区域面積の３％以上の公園・広場等を確保するというものであるの

に対し、市条例に基づく緑化義務及び公園又は広場の設置義務は建築行為（建築

物の新増改築）にあたり個々の建築物の敷地内で確保されるものであることか

ら、別個のものとなります。 

ただし、建築物の敷地内に設置される緑地等を開発行為の緑地等と兼ねるこ

とは可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施行規則】 
（敷地等の緑化の基準） 
第３条 
１～２ （略） 
３ 第１項第１号に規定する部分の状況により高さ 1.5 メートル以上の樹木の植栽が困
難と認められる場合の同号アの規定の適用については、低木 80 本を高木１本とみな
すことができる。 
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（面積算定） 

【水平投影面積による算定】 

 

水平投影面積の算定は、植栽基盤の水平投影面積とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植栽基盤面積に、６ｍ以上の高さの樹木１本につき 22.5 ㎡を加算した場合、当

該樹木を水平投影面積で必要な高木本数としてカウントすることはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施行規則】 
（緑化部分の算定方法） 
第４条 条例第 12 条第２項第１号の市規則で定める特定建築物の緑化部分の面積の算
定方法は、次の各号に掲げる緑化部分の区分に応じ、当該各号に定めるところにより
算定した面積の合計により算定する方法とする。 

(1)  前条第１項第１号に掲げる基準による緑化部分 当該緑化部分に係る植栽基盤面
積（当該緑化部分に６メートル以上の高さの樹木が植栽される場合にあっては、当
該植栽基盤面積に当該樹木１本につき 22.5 平方メートルを加算した面積） 

 

Ｌ 

Ｈ 

水平投影面積 

（植栽基盤の面積（内寸法）） 

Ｌ×Ｈ 

【水平投影面積の算定の例 】 

計算式 
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【水平投影面積以外による算定】 

水平投影面積以外の算定は、次のとおりとします。 

〈外壁等〉 

 

 

 

ア：登はん型 

（植栽基盤に植物を植栽し、外壁などに植物をからませて緑化するタイプ） 

・2ｍ以上の高さの植物の登はんを補助するワイヤーやネットなどの緑化資材

（以下「補助資材」という。）を使用した場合、面積の算定は、外壁などの植

栽基盤の水平投影の長さに 2 を乗じた面積とします。 

・2ｍ未満の補助資材を用いる、若しくは補助資材を用いないで植栽する場合、

面積の算定は、外壁などの植栽基盤の水平投影の長さに 1 を乗じた面積とし

ます。 

 

イ：下垂型 

（外壁などに屋上やベランダ等から植物を下垂させて緑化するタイプ） 

・面積の算定は、植栽基盤の水平投影の長さに 1 を乗じた面積とします。 

 

 

 

【施行規則】 
（緑化部分の算定方法） 
第４条  
(1) （略） 
(2)  前条第１項第２号に掲げる基準による緑化部分次に掲げる緑化部分の区分に応じ、
それぞれ次に定めるところにより算定した面積の合計面積 
ア 外壁等又は外壁等に隣接する部分に植栽基盤を設置し、当該植栽基盤から緑が外
壁等を登はんする方法により緑化する部分であると市長が認めるもの 緑の登は
んを補助するための資材（市長が認めるものに限る。）で上端から下端までの垂直
方向の最大の長さが２メートル以上のものを使用する場合にあっては、当該植栽基
盤が外壁等に接し、又は隣接する部分の水平投影の長さに２を乗じて得られた面
積、その他の場合にあっては、当該植栽基盤が外壁等に接し、又は隣接する部分の
水平投影の長さに１を乗じて得られた面積 

イ 外壁等又は外壁等に隣接する部分に植栽基盤を設置し、当該植栽基盤から緑が外
壁等を下方向に垂れる方法により緑化する部分であると市長が認めるもの 当該
植栽基盤が外壁等に接し、又は隣接する部分の水平投影の長さに１を乗じて得られ
た面積 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、外壁等に植栽基盤（植栽基盤の上端から下端まで
の垂直方向の最大の長さが１メートル以上であるものに限る。）を設置する方法に
より緑化する部分であると市長が認めるもの 当該植栽基盤が外壁等と接する部
分の面積 
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ウ：植栽基盤型 

（外壁などに植栽基盤を設置し緑化するタイプ） 

・植栽基盤の上端から下端までの垂直方向の最大の長さが 1ｍ以上であるもの

に限ります。 

・面積の算定は、植栽基盤が外壁などに接する部分の面積とします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・植栽間隔は、つる植物については 30 ㎝間隔程度、その他の植物については

50 ㎝間隔程度とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算式 

ア：登はん型 イ：下垂型 ウ：植栽基盤型 

Ｌ 

Ｌ Ｌ

Ｌ 

1ｍ 

2ｍ未満 

2ｍ 

以上 

補助資材あり 

補助資材なし 

Ｈ 

Ｌ×Ｈ 
(=植栽基盤面積) 

2ｍ以上の補助資材あり 

Ｌ×2 

補助資材なし 

Ｌ×1 

Ｌ×1 

水平投影面積以外〈外壁等〉 

1ｍ以上 
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〈6ｍ以上の樹木〉 

 

・面積の算定は、樹木の立面積として１本当たり 23.５㎡とします。 

・ただし、水平投影面積で算定する植栽基盤内に 6ｍ以上の樹木があり、当該樹

木を立面積として算定する場合は、１本あたり 22.5 ㎡とします。 

・また、当該樹木を水平投影面積で必要な高木本数としてカウントすることはで

きません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施行規則】 
（緑化部分の算定方法） 
第４条 
(1)～(2) （略） 
(3)  前条第１項第３号に掲げる基準による緑化部分（第１号の規定により面積が算定さ

れる緑化部分を除く。） 植栽された６メートル以上の高さの樹木１本につき 23.5
平方メートル 

6ｍ以上 

水平投影面積以外〈6ｍ以上の樹木〉 

計算式 

 

高木：1 本当たり 23.5 ㎡ 
（水平投影面積で算定する植栽基盤内に

ある場合、22.5㎡） 

 

道 路 

建築物 
水平投影面積で算定する緑地

水平投影面積で算定しない緑地

６ｍ以上の樹木
22.5 ㎡ 

m 

23.5 ㎡×2 

×m 

〈6ｍ以上の樹木〉の算定例 
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〈生垣〉 

 

・建築物の外壁等に沿わせて植栽することとします。 

・植栽に用いる樹木は、中木（枝幅が接するように植栽間隔１ｍ当たり３本程

度）、若しくは高木とします。 

・面積の算定は、樹木の高さに枝張りの両端の長さを乗じた面積とします。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施行規則】 
（緑化部分の算定方法） 
第４条  
(1)～(3) （略） 
(4)  前条第１項第４号に掲げる基準による緑化部分 市長が定めるところにより算定

した面積 

計算式 

Ｌ 

Ｈ 
(中木か高木) 

生垣：Ｌ×Ｈ 

水平投影面積以外〈生垣〉 
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注意事項 

 

（１）配置  

ア 緑地の上空には、軒やバルコニー等の構造物がないものとします。  

イ 植栽基盤は、樹種の特性に応じて樹木等の生育に支障のない構造及び土壌

等の厚さを確保することとします。  

 

ウ 他の土地利用との兼用は行わないこととします。  

エ 緑地は、次の区域にかからないものとします。  

（ｱ）都市計画道路の区域  

（ｲ）船場建築線の区域。ただし、「御堂筋沿道部建築物のデザイン誘導等

に関する要綱」が適用される区域において、当該要綱第６条に定める建

築計画デザイン協議が成立した場合は、この限りではありません。  

オ 消防活動上及び避難上支障のない位置に設置することとします。 

 

（２）植栽  

ア 緑地の樹木や土壌等が、風雨等により飛散・流出しないようにすることと

します。 

イ 緑地を維持するための灌水施設をできるだけ設けることとします。  

ウ 建築物の躯体を根によって傷めることがないような樹木を選定し、防根を

適切に行うこととします。 

エ 樹木は枝条がよく繁茂し、その樹種本来の形態、性状を有し、病害虫の被

害や損傷のない健全な生育状態のものとします。  

オ 支柱の形状は、原則として高木では２本鳥居型支柱、３本鳥居型支柱若し

くは同等以上の支柱、中木では１本支柱によるものとしますが、樹木の大

きさや形状等によりそれによりがたい場合、地下支柱やワイヤー支柱の使

用も可能とします。  

 

（３）その他  

ア 屋上などの緑地における植栽基盤の形状、植栽については、敷地（地上

部）での基準に準じるものとしますが、屋上などの構造等を考慮して検討

を行うものとします。 

イ 外壁、屋上などに緑化を行う場合、緑化資材等が落下しないように危険防

止の措置を講じることとします。  
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公園又は広場面積算定 

 

（１） 対象 

 
・戸数が 70 以上の共同住宅であること。 

（１戸の床面積が 35 ㎡以下の住宅は、住宅戸数に算入しません。） 

 

（２）公園または広場の面積の基準 

 

公園又は広場の面積は以下のとおりです。 

 

（敷地面積×３％）以上の面積を、緑化義務面積とは別に水平投影面積で確保

すること 

 

（３）公園又は広場の配置、形状 

・公園又は広場は、建設計画区域内の居住者の利用だけでなく、周辺居住者の利

用も配慮し接道沿いの安全かつ適切な位置に配置してください。 

・公園又は広場は、１箇所に配置してください。ただし、公園面積が 300 ㎡以

上となる場合はこの限りではありません。 

・公園又は広場は、人、車両（自転車を含む）の動線など、予定建築物の主たる

動線計画と重複せず、併せて敷地全体の景観を考慮してください。 

 

【条例】 
（公園又は広場の設置義務） 
第 13 条 特定建築物で共同住宅の用に供するもの（他の用途を兼ねるものを含む。）の
うち、良好な都市環境の形成に及ぼす影響が大きいものとして市規則で定めるものの
新築等をしようとする緑化義務者は、前条第１項の緑化のほか、当該特定建築物に係
る新築等の工事が完了するまでに、当該特定建築物の敷地内に公園又は広場を設置し
なければならない。 

【施行規則】 
（公園又は広場の設置が必要な特定建築物） 
第６条 条例第 13 条第１項の良好な都市環境の形成に及ぼす影響が大きいものとして
市規則で定める特定建築物は、住居の用途に供する独立部分（建物の区分所有等に関
する法律（昭和 37 年法律第 69 号）第２条第１項に規定する建物の部分に相当するも
のをいう。）で床面積が 35 平方メートルより大きいものを 70 以上有するものとする。 

【条例】 
第 13 条 
(1) （略） 
(2)  前項の公園又は広場は、市規則で定めるところにより算定したこれらの部分の面

積の合計が特定建築物の敷地面積に 100 分の３を乗じて得た面積以上となるよう
に設置しなければならない。 
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・形状は平坦にして正方形又は長方形とし、辺長比は概ね１：３（縦横比）を超

えないようにしてください。 

・公園又は広場の日光が当たるように、上部に軒やバルコニー等の構造物がない

ようにしてください。  

・他の土地利用との兼用は行わないでください。とくに、公園又は広場としての

利用と目的が異なる総合設計制度における歩道状公開空地との兼用は行わな

いでください。  

・公園又は広場は、恒久的に利用できる場所として設置することから、都市計画

道路、船場建築線の区域にかからないものとしてください。  

 

（４）公園又は広場の施設内容 

・公園・広場の施設は、次に掲げるものを基本とし、利用上及び管理上機能的で、

かつ安全に配慮してください。とくに、高齢者、障害者等が円滑に利用できる

よう配慮することとします。なお、植栽は 30％程度設けてください。 

 

【公園の施設内容】 

・管理施設 （例：車止め、集水桝等） 

・休養施設 （例：ベンチ等） 

・遊戯施設 （例：砂場等） 

・修景施設 （例：パーゴラ、植栽※等） 

※植栽方法等については、緑化義務面積の規定を準用してください。 

 

【広場の施設内容】 

・管理施設 （例：集水桝等） 

・休養施設 （例：ベンチ等） 

・修景施設 （例：モニュメント、植栽※等） 

※植栽方法等については、緑化義務面積の規定を準用してください。 
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・「大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」で認定される建築物の規模（大

規模建築物、準大規模建築物）で手続きの流れが変わりますのでご注意ください（緑化内容

はどちらに認定されても変わりません） 

 

   

  

緑化手続きフロー（大規模建築物認定時） 

・緑化等計画の立案 

・事前協議様式及び 

様式第 1 号添付の上、 

作成 

事前協議内容の確認 

建築確認完了検査 

関係部局完了検査 

検査済証 

緑化関係等 

担当窓口 

建築指導課等 

担当窓口 

 

緑化義務者 

(提出) 

変更の受理・審査 

(交付) 

(提出) 

関係部局調整会議 

内容の了承 

建築確認申請 

確認済証 

届出の受理・審査 

(提出) 

(交付) 

完了の受理・審査 

 

(交付) 

(提出) 

・了承内容で様式第 1 号

添付の上、作成 

緑化工事着工 

・緑化等計画変更の立案 

・様式第１号添付の上、 

作成 

・緑化等計画完了の報告 

・様式第２号添付の上、 

作成 

 

緑化工事の完了 

建築物等の工事完了 

様式第１号(副本) 

様式第１号(副本) 

様式第２号(副本) 

変
更
が
あ
る
場
合 

手続きのフロー図 

事前協議様式及び 

様式第 1 号(副本) 

・緑化完了後、速やかに完了届を提出してください。 

なお、完了報告を行わない場合は、条例に基づく勧告・立入調査を行うことがあります。 

・副本の交付には１週間程度要します。 

(交付) 
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緑化手続きフロー（準大規模建築物認定時） 

・緑化計画の立案 

・様式第 1 号添付の上、 

作成 

 

届出の受理・審査 

建築確認申請 

緑化工事着工 

変更の受理・審査 

・緑化等計画完了の報告 

・様式第２号添付の上、 

作成 

 

建築確認完了検査 

関係部局完了検査 

検査済証 

緑化工事の完了 

建築物等の工事完了 

緑化関係等 

担当窓口 

建築指導課等 

担当窓口 

 

緑化義務者 

完了の受理・審査 

 

(提出) 

様式第１号(副本) 

(交付) 

確認済証 

(交付) 

様式第２号(副本) 

(提出) 

(交付) 

(提出) 

・緑化完了後、速やかに完了届を提出してください。 

なお、完了報告を行わない場合は、条例に基づく勧告・立入調査を行うことがあります。 

・副本の交付には１週間程度要します。 

・緑化等計画変更の立案 

・様式第１号添付の上、 

作成 

様式第１号(副本) 

変
更
が
あ
る
場
合 
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緑化等計画書の作成要領 

 

（１）事前相談 

「大阪市大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」の大規模建

築物に該当する建築物（以下「大規模建築物」という。）につきましては、計画

の内容について建築確認申請前の関係部局調整会議における内容の了承が必要

となりますので、緑化等計画書（様式第１号）に大規模建築物の事前相談様式を

添付して担当窓口に事前相談をしてください。 

なお、来庁の際には、あらかじめ行政オンラインシステムで打合せ日時の予約

をお願いします。 

予約方法については本市ホームページもしくは下記 URL をご確認ください。 

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/cmsfiles/contents/0000009

/9829/1118oshirase.pdf 

（準大規模建築物には手続きとしての事前相談はありませんが、内容等の不備

がある場合、計画書の受付ができない場合がありますので、本提出前の事前相談

をお願いします） 

 

（２）緑化等計画書の作成 

 大規模建築物については事前相談で了承を受けた内容で、準大規模建築物で

は新規に緑化等計画書（様式第１号）を作成し、以下の表に示す図書類を添付

し、正本１部、副本１部（写し可）を提出してください。大規模建築物の場合

は、「大阪市大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」に定める、

事前相談様式（Ａ３）、設計概要書（第２号様式）、設計説明書（第３号様式）、

協議経過書（第６号の３様式）も併せて提出してください。 
 

緑 化 等 計 画 書 の 作 成 要 領 

図 書 名 作 成 ・ 記 載 方 法 

①緑化等計画書 

（様式第１号） 
 記入例（Ｐ２６）を参照してください。 

②付近見取図 

ア．縮尺 

規模に応じてわかりやすい縮尺にしてください。 

イ．表示事項 

下記の内容を表示してください。 

・敷地の位置（敷地の範囲は彩色するなどして、わかりやすく

表示してください） 

 ・所在地（地名、地番を住居表示で記入してください） 

 ・位置を特定できる道路、建築物などを記入してください。 

https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/portal/home
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000009829.html#aa
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/cmsfiles/contents/0000009/9829/1118oshirase.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/cmsfiles/contents/0000009/9829/1118oshirase.pdf
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③敷地面積求積図 

ア．縮尺 

緑化等計画図と同じ縮尺、図面サイズを使用してください。 

イ．求積項目 

敷地面積をわかりやすく表示してください。 

ウ．求積表 

計算図の中に掲載するか、別紙として添付してください。 

エ表記変更．面積の算出方法 

三斜求積又は座標求積を用いてください。 

④緑化等計画図 

緑化等計画図は必要に応じて地上部と建築物上の図面を分け

るなどして、計画内容がわかりやすいように工夫してください。 

ア．縮尺 

 図面の縮尺は 1／200～1／300を標準としてください。 

イ．敷地 

敷地の境界は、太線や一点鎖線などでわかりやすく表示して

ください。屋上部についても同様です。 

ウ．建築物 

 建築物の範囲を分かりやすく表示してください。その他、工

作物（擁壁・フェンス・塀など）がある場合もわかりやすく表

示してください。 

エ．新たに設ける緑化施設等 

新たに設ける樹木や地被植物、公園・広場の区域は彩色するな

どわかりやすく表示してください。樹種名などは｢樹木等一覧

表｣と対比できるように表示してください。 

オ. 既存の緑化施設等 

 新たに設ける緑化施設等と区別がつくように彩色するなどし

て、わかりやすく表示してください。 

⑤緑化等求積図 

ア．縮尺 

緑化等計画図と同じ縮尺、図面サイズを使用してください。 

イ．求積項目 

緑化面積、公園・広場面積をわかりやすく表示してください。 

ウ．緑化面積 

緑化等計画書の緑化面積内訳に準じて細分表示してください。 

エ．求積表 

計算図の中に掲載するか、別紙として添付してください。 

オ．面積の算出方法 

三斜求積を用いてください。 

⑥緑化等標準断面図 

緑化等標準断面図は主要な部分の断面構造がわかるよう、必要に

応じて複数作成してください。また断面の位置を緑化等計画図上に

表示してください。 

ア．縮尺・図面サイズ 

 図面縮尺は 1／50～1／100を標準にしてください。 

イ．当該断面部の構造をわかりやすく表示し、植桝、灌水施設、

フェンスなどの工作物を設置する場合はその構造及び規格も

表示してください。 
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⑦外壁等立面図 

※外壁等に緑化を 

実施する場合 

ア．縮尺 

縮尺は建築物の形状がわかるとともに、緑化施設の明示に適切な

縮尺を使用してください。 

イ．外壁等の緑化の内容 

計画区域を彩色するなどしてわかりやすく表示してください。 

⑧委任状 

※代理人の押印が 

なされたもの 

届出者が建築主と異なる場合のみ作成して、添付してください。 

⑨カラー写真 

（緑化に既存樹木を

用いる場合） 

 

 

ア．写真はＡ４サイズの台紙などに添付してください。 

イ．写真は緑化施設ごとに二方向から撮影してください。なお、

その場合、植栽樹木の規格等を明確に判別できるように適切な

長さのスタッフ、メジャーなどをあてて撮影してください。 

（特に樹高が６ｍ以上の樹木を立面積として算定する場合は、６

ｍ以上であることが分かるように撮影してください。） 

 

（３）緑化等計画書の確認 

 緑化等計画書の計画内容を審査、確認した後、承認印を押して「緑化等計画書（副

本）」を交付します。（副本の交付には１週間程度要します。） 
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（４）緑化等計画変更書の作成 

 緑化等計画書（一式）を提出した後、以下の内容について緑化等計画を変更

する必要が生じた場合には、あらかじめ窓口の担当者に連絡の上、変更内容の

相談を行い、変更手続きを行ってください。 

 

変更の手続きが必要な場合 

（1）緑地面積の敷地面積に対する割合、緑地の形状、位置が変更になった場合（ただし

準大規模建築物において、当初より緑地面積が増加する場合は不要。） 

（2）敷地の形状又は面積（当初の面積の１/10 以上の増減に限る。） 

（3）建築主の氏名、名称又は住所が変更されたとき（ただし、届出をした者が法人であ

る場合において代表者を変更する場合は不要） 

 

 緑化等計画変更書には変更内容に応じて以下の表に示す図書を添付し、正本１

部、副本１部（写し可）を提出してください。大規模建築物の場合は、「大阪市

大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」に定める、変更概要書

（第６号の２様式）も併せて提出してください。 

 

緑 化 計 画 変 更 書 の 作 成 要 領  

図 書 名 作 成 ・ 記 載 方 法 

①緑化計画変更書 

（様式第１号） 
変更箇所を朱書き記入してください。 

②その他関係図書 

ア．緑化等計画書添付図表（付近見取図、敷地面積求積図、緑化

等計画図、緑化等求積図、緑化等標準断面図、外壁等立面図）

については、変更内容に関係するものを添付してください。 

イ．変更前の緑化等計画書の写し、及び添付図表のうち、変更し

たものは変更前の図表を添付してください。 

③委任状 

※代理人の押印が 

なされたもの 

届出者が建築主と異なる場合のみ作成して、添付してください。 

 

（５）緑化等計画変更書の確認 

 緑化等計画変更書の計画内容を審査、確認した後、承認印等を押して「緑化

等計画変更書（副本）」を交付します。（副本の交付には１週間要します。） 
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（６）緑化等完了届の作成 

 緑化等完了届には以下の表に示す図書類を添付し、正本１部、副本１部(写

し可)を提出してください。大規模建築物の場合は、「大阪市大規模建築物の建

設計画の事前協議に関する取扱要領」に定める、設計概要書（第２号様式）若

しくは変更概要書（第６号の２様式）（緑化等変更届を提出している場合）、設

計説明書（第３号様式）も併せて提出してください。 

 

緑 化 等 完 了 届 の 作 成 要 領  

図 書 名 作 成 ・ 記 載 方 法 

①緑化等完了届 

（様式第２号） 

最終的な緑化の内容について、緑化等計画書に準じて作成してく

ださい。 

※緑化完了日は植栽などの緑化工事が完了した日を記入してくだ

さい。 

②緑化等計画図 
ア．最終の緑化等計画図を作成してください。 

イ．完了写真（カラー）の撮影方向、写真番号を表示してください。 

③工事完了写真 

（カラー） 

ア．写真はＡ４サイズの台紙などに添付してください。 

イ．写真は緑化施設ごとに二方向から撮影してください。なお、

植栽樹木の規格等を明確に判別できるように適切な長さのスタッ

フ、メジャーなどをあてて撮影してください。 

（特に樹高が６ｍ以上の樹木を立面積として算定する場合は、６

ｍ以上であることが分かるように撮影してください。） 

④その他関係図書 
当初、変更時の緑化等計画書の写し、軽微な変更がある場合は、変

更内容に応じた図表を添付してください。 

⑤委任状 

※代理人の押印が 

なされたもの 

届出者が建築主と異なる場合のみ作成して、添付してください。 

 

 

（７）緑化等完了届の確認 

 緑化等完了届の内容を審査、確認した後、承認印等を押して「緑化完了書（副

本）」を交付します。（副本の交付には１週間程度要します） 
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記入例 

① 緑化計画書 
【 大規模 ・ 準大規模 】

新規

変更
令和 年 月 日

大阪市長　様

緑化義務者 住　所

氏　名

第14条 作成

大阪市みどりのまちづくり条例 の規定により、緑化等計画書を したので、次のとおり届け出ます。

第15条 変更

大阪市

（会社名） （氏名）

（住所） （担当者・電話） ・

建物主要用途 工事種別 新築 増築 改築

共同住宅の場合の 緑化工事着手予定日 令和 年 月 日

独立部分の数 緑化工事完了予定日 令和 年 月 日

建築面積 ㎡

敷地面積 ㎡ 控除面積 ㎡

対象敷地面積 ㎡(Ａ)[敷地面積―控除面積] (参考)増築後の延べ床面積 1.2倍 超 以下

緑化義務面積 ㎡　[Ａ×３÷１００]＝（B）　

【緑化部分の面積】

緑化基本位置の緑化部分

水平投影面積 敷地等 ①

外壁等

水平投影面積以外 高さが６メートル以上の樹木

その他市長が認める緑化部分

（小計） ② ％　③/Ａ×100

計 ③=①＋② ③=①＋②

緑化義務面積に対して不足している面積 ㎡ B－③

緑化基本位置以外の緑化部分（（B－③）＞０の場合） 実面積（㎡）

水平投影面積 敷地等 ④

外壁等 ア

水平投影面積以外 高さが６メートル以上の樹木 イ

その他市長が認める緑化部分 ウ

（小計） ⑤=ア+イ+ウ ％　⑦/Ａ×100

計 ⑥=④＋⑤ ⑦=⑥×1/2

◇共同住宅の用に供する場合（独立部分で床面積が35平方メートルより大きいものが70以上の場合）

【公園又は広場】

㎡  （Ｇ） ％=Ｇ/Ａ×100

（注意事項）

緑化面積・率は、小数第３位を切り捨てた数値を記入してください。

有効面積(㎡）

〇〇新築工事

△△区〇〇町１丁目１－１

06-6615-6891

● ● ●

● ● ●

31.50

56.50 56.50

大阪市△△区〇〇町１丁目２－３ 〇〇

0.00

10.00

0.25

5.00

0.00

　　　　　

800.00

2,000.00

60.00

10.00

実面積（㎡）

工事名称

敷地の位置

代理者
〇〇　〇〇〇〇設計事務所

緑　化　等　計　画　書

●● ● ●

大阪市△△区〇〇町４丁目２－15

株式会社〇〇　代表取締役〇〇　〇〇

2,000.00

25.00

3.50

8.00

23.50

2.83

有効面積(㎡）
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② 付近見取図 

 

 

 

 

 

 

③ 敷地面積求積図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市
道
○×

線 

・敷地面積をわかりやすく表示 

・求積表は求積図の中に掲載するか、

別紙として添付 

・面積は三斜求積で算定 

敷地を彩色等で表示 

住所：△△区○○町１丁目１－１ 
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④ 緑化等計画図 

 

 

⑤ 緑化等求積図 

  

 

 

 

                                       

 

                      

 

 

 

 

 

                                      

                                      

番号 底辺 高さ 倍面積 面積

① 〇 △ □□ ●●

② 〇 △ □□ ●●

③ 〇 △ □□ ●●

④ 〇 △ □□ ●●

25.0計

番号 底辺 高さ 倍面積 面積

① 〇 △ □□ ●●

② 〇 △ □□ ●●

10.0計

② 

① 

④ 

③ 

② 

① 

 

 

道 路 

建築物 

建築物や緑化施設について、必要に応じ、色分けして表示してください。 

屋上緑化 10 ㎡ 

外壁緑化(登はん型) ８㎡ 

緑 地 

25 ㎡ 

水平投影面積は三斜求積で算出し、必要に応じて計算式は別表にしてください 

※数式と樹木一覧表は 

計画図に記載するか、

別紙として添付 

 

対象敷地面積 2,000㎡

緑化義務面積 60㎡

必要高木本数：（25.0㎡＋10.0㎡）×0.05＝1.75≦2本

緑化基本位置＋緑化基本位置以外/2

56.5㎡+(10.0㎡/2)=61.5㎡≧60㎡　

低木必要本数：（25.0㎡＋10.0㎡）×4=140≦140本

樹種 記号 名称 高さ（ｍ） 数量 備考

● クスノキ 6 1本

○ シマトネリコ 3 2本 ２本鳥居型支柱

低木 シャリンバイ 0.4 140本 4株/ｍ²以上

高木

A 

A’ 
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⑥ 緑化等標準断面図 

 

 

 

⑦ 外壁等立面図 ※外壁等に緑化を実施する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   H×L＝〇m² 

外壁等の緑化は彩色する

などしてわかりやすく表

示してください。 

L 

H 

建
築
物 

敷地 道路 
A－A’ 断面 

〇㎝ 
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第１号様式 【 大規模 ・ 準大規模 】

新規

変更
令和 年 月 日

大阪市長　様

緑化義務者 住　所

氏　名

第14条 作成

大阪市みどりのまちづくり条例 の規定により、緑化等計画書を したので、次のとおり届け出ます。

第15条 変更

大阪市

（会社名） （氏名）

（住所） （担当者・電話） ・

建物主要用途 工事種別 新築 増築 改築

共同住宅の場合の 緑化工事着手予定日 令和 年 月 日

独立部分の数 緑化工事完了予定日 令和 年 月 日

建築面積 ㎡

敷地面積 ㎡ 控除面積 ㎡

対象敷地面積 ㎡(Ａ)[敷地面積―控除面積] (参考)増築後の延べ床面積 1.2倍 超 以下

緑化義務面積 ㎡　[Ａ×３÷１００]＝（B）　

【緑化部分の面積】

緑化基本位置の緑化部分

水平投影面積 敷地等 ①

外壁等

水平投影面積以外 高さが６メートル以上の樹木

その他市長が認める緑化部分

（小計） ② ％　③/Ａ×100

計 ③=①＋② ③=①＋②

緑化義務面積に対して不足している面積 ㎡ B－③

緑化基本位置以外の緑化部分（（B－③）＞０の場合） 実面積（㎡）

水平投影面積 敷地等 ④

外壁等 ア

水平投影面積以外 高さが６メートル以上の樹木 イ

その他市長が認める緑化部分 ウ

（小計） ⑤=ア+イ+ウ ％　⑦/Ａ×100

計 ⑥=④＋⑤ ⑦=⑥×1/2

◇共同住宅の用に供する場合（独立部分で床面積が35平方メートルより大きいものが70以上の場合）

【公園又は広場】

㎡  （Ｇ） ％=Ｇ/Ａ×100

（注意事項）

緑化面積・率は、小数第３位を切り捨てた数値を記入してください。

有効面積(㎡）

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

　　　　　

0.00

0.00

実面積（㎡）

工事名称

敷地の位置

代理者

緑　化　等　計　画　書

    

0.00

有効面積(㎡）
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 第２号様式 【 大規模 ・ 準大規模 - 】

令和 年 月 日

大阪市長　様

緑化義務者 住　所

氏　名

大阪市

（会社名） （氏名）

（住所） （担当者・電話） ・

敷地面積 ㎡ 控除面積 ㎡

対象敷地面積 ㎡(Ａ)[敷地面積―控除面積]

緑化義務面積 ㎡　[Ａ×３÷１００]＝（B）　

【緑化部分の面積】

緑化基本位置の緑化部分

水平投影面積 敷地等 ①

外壁等

水平投影面積以外 高さが６メートル以上の樹木

その他市長が認める緑化部分

（小計） ② ％　③/Ａ×100

計 ③=①＋② ③=①＋②

緑化義務面積に対して不足している面積 ㎡ B－③

緑化基本位置以外の緑化部分（（B－③）＞０の場合） 実面積（㎡）

水平投影面積 敷地等 ④

外壁等 ア

水平投影面積以外 高さが６メートル以上の樹木 イ

その他市長が認める緑化部分 ウ

（小計） ⑤=ア+イ+ウ ％　⑦/Ａ×100

計 ⑥=④＋⑤ ⑦=⑥×1/2

◇共同住宅の用に供する場合（独立部分で床面積が35平方メートルより大きいものが70以上の場合）

【公園又は広場】

㎡  （Ｇ） ％=Ｇ/Ａ×100

（注意事項）

緑化面積・率は、小数第３位を切り捨てた数値を記入してください。

有効面積(㎡）

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

実面積（㎡）

工事名称

敷地の位置

代理者

0.00

有効面積(㎡）

　大阪市みどりのまちづくり条例にかかる建築物の緑化等完了工事が完了しましたので、同条例第16条の規定に
基づき次のとおり届け出ます。

緑　化　等　完　了　書


